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第４節 患者及び病院等の状況

１ 患者の受療動向

平成２５（２０１３）年における医療機能別の入院患者（一般病床、療養病床）の

受療動向から、平成３７（２０２５）年の医療機能別の入院需要（人/日）を推計す

ると、地域住民の入院需要は表８の状況になります。

高度急性期の医療に対する地域住民の入院需要は宗谷に２０.１人、上川北部に

１０人未満、上川中部に１０.８人、札幌に１８.８人、急性期は宗谷に９４.４人、

上川北部に２１.１人、上川中部に２２.４人、札幌に４７.２人、回復期は宗谷に

１５９.８人、上川北部に１３.５人、上川中部に２１.７人、札幌に４５.０人、慢性

期は、宗谷に９０.２人、上川北部と上川中部に１０人未満、札幌に３３.２人です。

なお、宗谷、上川北部、上川中部、札幌以外の構想区域における地域住民の入院需

要は、推計ではそれぞれ１日１０人未満あるいは０人という状況であることから、宗

谷地域の住民の入院需要と関連性が高い構想区域は、主に宗谷、上川北部、上川中部、

札幌の４つの区域になる見込みです。

表８ 宗谷地域の住民の入院需要

（単位：人/日）

宗谷 上川北部 上川中部 札幌
高度急性期 20.1 <10 10.8 18.8

急性期 94.4 21.1 22.4 47.2
回復期 159.8 13.5 21.7 45.0
慢性期 90.2 <10 <10 33.2

*　「<10」：１０人未満

*　他の区域（南渡島、南檜山、北渡島檜山、後志、南空知、

   中空知、北空知、西胆振、東胆振、日高、富良野、留萌、

   北網、遠紋、十勝、釧路、根室）は10人未満ないし０人
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７ 医療従事者の状況

（１）医師・歯科医師・薬剤師

平成１４年以降、医師の数は減少しており、平成２６年は６７人です。一方、歯科

医師の数は横ばい状況で、平成２６年は３５人です。また、薬剤師の数は一時増加し

ましたが、その後減少し、平成２６年は８３人です。

なお、人口１０万人あたりの人数に換算すると、医師、歯科医師、薬剤師とも全道

より低い状況にあります。

表１９ 医師・歯科医師・薬剤師の人数（実数）

表２０ 医師・歯科医師・薬剤師の人数（人口１０万対）

（２）看護職員

平成１４年以降、看護師の数は増加し、平成２６年は４９０人です。一方、准看護

師の数は減少していましたが、平成２６年は少し増え１７６人です。これら看護師と

准看護師を合わせた看護職の人数でみると、この数年は少しずつ増えています。

なお、人口１０万人あたりの人数に換算すると、看護師、准看護師、助産師は全道

より低い状況にあります。

表２１ 看護師・准看護師・助産師の人数（実数）

（単位：人）

平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年

85 81 74 68 69 66 67

32 31 34 31 33 35 35

83 94 90 96 97 91 83

＊ 各年12月末現在

医師

歯科医師

薬剤師

（単位：人）

平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年

医師 宗谷 109.0 106.9 100.1 96.0 93.9 93.7 98.2

全道 210.4 216.7 219.7 224.9 229.0 235.4 240.2

歯科医師 宗谷 41.0 40.9 46.0 43.8 44.9 49.7 51.3

全道 76.1 76.8 77.9 79.7 80.9 81.8 82.4

薬剤師 宗谷 106.4 124.0 121.8 135.6 132.1 129.7 121.6

全道 158.0 172.4 179.0 188.8 191.9 193.9 193.2

＊ 各年12月末現在

（単位：人）

平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年

355 369 387 392 438 478 490

283 249 229 225 194 171 176

16 15 19 14 14 15 12

638 618 616 617 632 649 666

＊ 各年12月末現在

看護師(a)

准看護師(b)

助産師

看護職(a+b)
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表２２ 看護師・准看護師・助産師の人数（人口１０万対）

（３）その他の従事者数

平成１４年以降、病院勤務（常勤換算）の理学療法士の数は増加し、平成２６年は

１６.０人です。一方、作業療法士の数は横ばい状況で、平成２６年は１１.０人です。

なお、人口１０万人あたりの人数に換算すると、理学療法士、作業療法士とも全道

より低い状況にあります。

表２３ 病院勤務の理学療法士・作業療法士の人数

表２４ 病院勤務の理学療法士・作業療法士の人数（人口１０万対）

（単位：人）

平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年

看護師 宗谷 455.1 486.8 523.7 553.7 602.0 678.5 718.2

全道 661.7 723.2 775.8 849.1 927.5 999.2 1,072.9

准看護師 宗谷 362.8 328.5 309.9 317.8 266.7 242.7 258.0

全道 431.3 425.4 421.2 408.6 391.2 371.5 356.3

助産師 宗谷 20.5 19.8 25.7 19.8 19.2 21.3 17.6

全道 23.8 25.2 25.4 27.0 27.8 29.0 30.6

＊ 各年12月末現在

（単位：人）

平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年

6.8 8.8 13.2 9.2 15.5 15.0 16.0

10.0 11.0 11.0 11.0 12.0 11.0 11.0

＊ 各年10月1日現在の常勤換算数

理学療法士

作業療法士

（単位：人）

平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年

理学療法士 宗谷 8.7 11.6 17.9 13.0 21.3 21.3 23.5

全道 21.4 25.1 27.6 34.7 42.2 51.5 60.6

作業療法士 宗谷 12.8 14.5 14.9 15.5 16.5 15.6 16.1

全道 14.2 17.0 18.9 26.1 31.5 37.0 42.3

＊ 各年10月1日現在の常勤換算数
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第６節 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の検討

１ 病床の機能の分化及び連携の推進

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携に当たっては、北海道が地

域医療構想において定めた構想区域における病床の機能区分（高度急性期、急性期、

回復期及び慢性期）ごとの必要病床数に基づき、医療機関の自主的な取組及び医療機

関相互の協議により進められることを前提として、これらを実効性のあるものとする

ために地域医療介護総合確保基金の活用等による支援をしていきます。

また、将来の病床の機能区分ごとの必要病床数の達成に向けて、地域で不足してい

る病床の機能がある場合には、それを充足することができるよう、当該機能を担う病

床の増床や機能転換により、収れんを次第に促していく必要があります。

このため、北海道においては、医師会等の医療関係者と十分に協議を行った上で、

地域医療介護総合確保基金を有効に活用し、病床の機能の分化及び連携のための仕組

みづくりや施設・設備整備等に対して支援するとともに、宗谷地域特有の広域性及び

離島等の特殊性を踏まえ、地域における必要な役割分担の議論が進むよう、必要なデ

ータの提供や、調整を行います。

これらの検討に当たっては、人口構造や疾病構造の変化、それに伴う患者の受療行

動の変化など、医療を取り巻く環境の変化を踏まえた視点が必要であります。また、

不足する機能を担う病床の増床や病床機能の転換に伴う施設・設備整備の支援のみな

らず、医療機関が役割分担をして有効に機能するための連携施策が重要であり、患者

の疾病からの回復が遅延したり、ＡＤＬ（日常生活における基本的な動作を行う能力）

の低下を招くことのないよう、医療機関等の連携により切れ目なく円滑に患者の状態

に応じた医療が提供される必要があります。

宗谷地域においては、稚内地域及び利礼地域では市立稚内病院を中心とした、南宗

谷地域では上川北部地域との連携体制の確立及び情報の共有化が求められています。

このため、地域連携パスの整備・活用の推進や、北海道や市町村が中心となった連

携を推進するための関係者が集まる会議の開催、ＩＣＴを活用した地域医療ネットワ

ークの構築等に複合的に取り組んでいきます。

また、各医療機関における地域との前方連携及び後方連携を行う看護職員や医療ソ

ーシャルワーカーの研修だけではなく、退院支援部門以外の医師、歯科医師、薬剤師、

看護職員等の職員に対して、入院開始時から在宅復帰を目指した支援を行うための在

宅医療や介護の理解を推進する研修、医療機関の医師、看護職員等と地域の関係者に

よる多職種協働研修等により必要な人材の確保・育成に取り組みます。
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３ 医療従事者の確保・養成

地域における医療提供体制を構築する上で、医療従事者の確保・養成は不可欠なも

のであるため、北海道医療対策協議会での検討を踏まえ、地域医療支援センター等を

活用するとともに、北海道地域医療振興財団から引き続き協力を得ながら、医師等の

偏在の解消や医療勤務環境改善支援センター等を活用した医療機関の勤務環境の改善

、看護職員の確保・定着・離職防止、ワーク・ライフ・バランスの確立に取り組む必

要があり、地域医療介護総合確保基金の有効活用も含めた施策を引き続き検討します。

また、限りある医療資源を有効活用し、質の高い医療を安全に提供するためには、

総合診療医を含めた各医療職種の高い専門性を前提とし、業務を分担するとともに互

いに連携・補完し合うチーム医療を推進していくことも必要です。チーム医療の推進

に当たっては、専門職人材の確保が重要であり、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、

リハビリテーション関連職種、医療ソーシャルワーカー等の専門職について人材確保

に取り組む必要があります。

医療従事者の確保は、入院医療だけではなく、在宅医療の推進においても求められ

ていることから、地域包括ケアシステムの構築の観点から、市町村とも連携を図りな

がら進める必要があります。

なお、宗谷地域においては、以下のような取り組みを行っています。

表２７ 市町村における医療従事者確保養成等事業

取組内容 市町村

市町村による修学資金貸付

稚内市、猿払村、浜頓別町、
中頓別町、枝幸町、豊富町、
礼文町、利尻町、利尻富士町、
幌延町

大学の医学部・歯学部在籍者を対象とした医学奨励金 稚内市（私設）

中高生の授業の一環として、医療、介護、福祉、行政施設等で
の職場体験

稚内市、猿払村、浜頓別町、
中頓別町、枝幸町、礼文町

専門学生を受け入れた臨床実習 浜頓別町

周辺看護学校の訪問及び施設見学の受入 中頓別町

旭川医科大学早期体験実習（看護）の受入 中頓別町、幌延町

保健師体験研修 豊富町

開業医誘致推進 稚内市

体験視察に対する交通費の支給 稚内市、中頓別町

医師確保のための普及啓発 稚内市、中頓別町、枝幸町

女性医師支援 稚内市

医療機関のプロパー事務職員の養成 稚内市

医療技術者就業支援貸付 礼文町


